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飛島グループ 調達ガイドライン 

 

本ガイドラインは、飛島グループとお取引先の皆様が、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に向けて協働

するための基本的な考え方と行動指針を示すものです。 

お取引先の皆様には、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、調達活動を通じてともに社会的責任を果たしてい

くことを期待します。 

 

1. 法令・社会規範の遵守 

お取引先の皆様には、事業活動を行う各国・地域における法令および社会規範を遵守いただくようお願いします。 

☞行動指針 

・関連する法令・規制、社会規範の遵守 

・不正や違反行為を認識した場合の通報・相談制度の整備と通報者の保護 

・贈収賄の禁止および腐敗行為防止への取り組み 

・反社会的勢力との関係遮断および取引の禁止 

 

2. 人権の尊重 

お取引先の皆様には、あらゆる事業活動において人権および多様性を尊重していただくようお願いします。 

☞行動指針 

・宗教、思想信条、人種、民族、国籍、性別、障がいの有無、性的志向・性自認、出生などを理由にした 

差別の禁止 

・児童労働、強制労働、人身取引等の非人道的な労働慣行の排除 

・外国人労働者（技能実習生を含む）を雇用する際の、関係法令の遵守と適正な労務管理 

・適正な賃金の支払い、適切な労働時間の管理 

・セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等のあらゆるハラスメント行為の禁止 

・結社の自由および団体交渉権の尊重 

 

3. 公正な取引 

お取引先の皆様には、公平かつ誠実な取引関係の構築に努めていただくようお願いします。 

☞行動指針 

・独占禁止法など、競争に関する法令の遵守 

・競争力、品質、納期、技術力、持続可能性などを総合的に評価した調達先の選定 

・優越的地位の濫用や不当な要求の禁止 

 

 

 

 

 



4. パートナーシップの構築 

お取引先の皆様には、サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列などを超えた新たな連携をすすめ、長期的

かつ持続可能なパートナーシップを構築していただくようお願いします。 

☞行動指針 

・契約条件や価格を明確にした適正な取引 

・取引条件や機会を公平に提供し、健全な市場競争を尊重 

・情報または意見交換を通じ、相互理解を深め良好な信頼関係を構築 

 

5. 安全衛生への配慮 

お取引先の皆様には、安全で衛生的な職場環境の整備・維持に努めていただくようお願いします。 

☞行動指針 

・労働安全衛生に関する法令・基準の遵守 

・適切な安全衛生管理体制の整備と継続的改善 

・労働災害防止のための対策の徹底 

・職場の衛生管理を徹底し、清潔で健全な環境を維持 

 

6. 品質の確保 

お取引先の皆様には、製品やサービスにおける安定した品質の確保および継続的な品質向上に向けた取り組み

をお願いします。 

☞行動指針 

・品質確保のための体制の構築・維持 

・品質向上に向けた継続的な改善活動 

・品質基準を遵守し、不具合や事故を防止 

・品質情報の正確・迅速な共有と問題発生時の迅速な対応 

 

7. 環境への配慮 

お取引先の皆様には、持続可能な社会の実現に向け環境への影響を最小限に抑える取り組みをお願いします。 

☞行動指針 

・環境関連法令の遵守 

・エネルギー使用量の削減、廃棄物の適正処理、資源の有効活用などを通じた温室効果ガス排出量の削減 

・生物多様性へのリスクの低減と保全の取り組み 

・水資源の効率的な使用や適切な処理 

・循環型社会の実現に向けた資源の有効活用 

 

8. 社会貢献 

お取引先の皆様には、地域社会との共生を重視し、積極的に社会貢献活動へ参画いただくようお願いします。 

☞行動指針 

・地域文化や住民との対話を大切にし、地域との調和を図る事業活動の推進 

・災害支援、ボランティア活動などの参加の促進 

 

 



9. リスク・危機管理 

お取引先の皆様には、自然災害や感染症などの予期せぬ事態に備え、事業継続計画（BCP）の策定・定期的な

見直しをお願いします。 

☞行動指針 

・危機管理体制の整備 

・災害時に備え、事業継続計画の整備、定期的な見直し 

・サプライチェーンリスクの把握と事故防止 

 

10. 情報セキュリティの徹底 

お取引先の皆様には、調達活動において知り得た個人情報、顧客情報および企業活動に関連するすべての情報

資産について、適切な管理および漏えい防止のための体制整備をお願いします。 

☞行動指針 

・情報セキュリティに関する社内体制の構築・運用 

・教育・研修を通じた従業員のセキュリティ意識の向上 

・定期的な取組みおよび継続的改善を通じた情報資産の保護 

 


